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1 R6.1.25 R6.2.2
東京都情報公開審査会における諮問第1668号（答申第1079号）に関する
審議資料・メール・速記録

1 1 1

(条例第7条第5号)
情報公開審査会の協議に関する情報であって、
公にすることにより、率直な意見の交換が不当
に損なわれるおそれがあるため
(条例第7条第6号)
情報公開審査会の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため

総務局総務部情報公開
課

2 R6.1.22 R6.2.5
三宅村職員人事発令書式規程の起案書。類似文書が有りましたらそちら
で構いません。

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため 総務局総務部文書課

3 R6.1.26 R6.2.5 新島羽伏浦園地休憩舎補修工事の塗料の出荷証明書 1 1 1
(条例第7条第4号)
印影の偽造等による犯罪の予防等に支障をきた
すおそれがあるため

総務局大島支庁総務課

4 R6.1.26 R6.2.7
・東京都八丈支庁大賀郷住宅Ｄ棟改修工事出荷証明書
・八丈支庁桜平第一住宅玄関扉改修工事出荷証明書

7 1 総務局八丈支庁総務課

5 R6.1.26 R6.2.7 ・令和４年度神湊港日除け雨除け施設（第一期）新築工事出荷証明書 2 1 総務局八丈支庁港湾課

6 R6.1.26 R6.2.7

令和４年度小笠原清瀬アパート1-101ほか住宅補修工事
令和４年度小笠原清瀬アパート１号棟外壁改修その他工事
令和４年度小笠原清瀬アパート２号棟外壁改修その他工事・塗料の出荷
証明書

3 1
総務局小笠原支庁総務

課

7 R5.12.10 R6.2.8

１ 第２回口頭弁論調書
２ 書面による準備手続調書
３ 証人調書①
４ 証人調書②
５ 証人調書③
６ 証人調書④
７ 証人調書⑤

171 1 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるもの又は特
定の個人を識別することができないが権利利益
を侵害するものであるため
(条例第7条第3号)
法人等に係る情報で、公にすることにより法人
等の事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(条例第7条第6号)
訴訟事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるため

総務局総務部法務課

8 R6.1.25 R6.2.8
判決書（東京高裁令和３年５月２０日判決）
裁決書（３１総総法査第421号）

37 1 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるもの又は特
定の個人を識別することができないが権利利益
を侵害するものであるため
(条例第7条第3号及び第6号)
法人等が独自に収集した情報が含まれており、
公にすることにより法人等と情報収集先との信
頼関係が損なわれ、法人等の事業運営上の地位
が損なわれると認められるため
(条例第7条第3号)
法人等に係る情報で、公にすることにより法人
等の事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため

総務局総務部法務課

9 R6.1.26 R6.2.8 出荷証明書 1 1
総務局総合防災部防災

通信課

10 R5.12.14 R6.2.9 社会福祉法人「○○」に対する公益通報に関する文書 1
当該開示請求に係る公文書の存否を明らかにす
ることで非開示情報を開示することとなるため

総務局総務部情報公開
課
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11 R5.12.19 R6.2.16

１）国から東京都への訓練依頼文及び東京都の回答文及び交渉過程に関
する文書
①調査様式（都道府県名）
②【参考】国民保護共同訓練の実施について（依頼）
③【通知文】共同訓練の実施意向等に関する調査について（回答）
２）東京都と中野区の訓練実施までの交渉過程に関する文書
①弾道ミサイルを想定した避難訓練について(素案)
②国民保護訓練スケジュール

5 1 総合防災部防災管理課

12 R5.12.19 R6.2.16

１）国から東京都への訓練依頼文及び東京都の回答文及び交渉過程に関
する文書
①令和５年度の国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施意向
等に関する調査について（依頼）
②【別紙】 調査様式（東京都）

3 1 1 1

(条例第7条第5号)
検討過程の情報であって、公にすることによ
り、未成熟な情報が確定した情報と誤解され、
都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
(条例第7条第6号)
国民保護事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため

総合防災部防災管理課

13 R5.12.19 R6.2.16

中野区との調整資料
1月の国民保護共同訓練概要（庁内調整用）
会場設営等委託契約
警備業務委託
プレス資料
取材案内
住民向け配布資料
議員向け配布資料

59 1 総合防災部防災管理課

14 R5.12.19 R6.2.16

令和５年度の国民保護に係る国と地方公共団体の共同
訓練の実施意向等に関する調査について（依頼）
道路使用許可申請
バス会社への依頼文
国民保護共同訓練概要
シナリオ時系列、アナウンス概要

38 1 1 1 1

(条例第7条第4号)
住民へ無用な混乱をもたらすと共に、テロ等の
犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれ
があるため
(条例第7条第5号)
検討過程の情報であって、公にすることによ
り、未成熟な情報が確定した情報と誤解され、
都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
(条例第7条第6号)
国民保護事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため

総合防災部防災管理課
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15 R6.2.7 R6.2.20

（１）（令和４年６月30日制定）
ア　災害時の安否不明者の氏名情報等の公表に係る取扱方針
イ　災害時の安否不明者の氏名情報等の公表に係る取扱方針について
（通知）
ウ　鑑文
エ　決定文
オ　（案）災害時の安否不明者の氏名情報等の公表に係る取扱方針
カ　（案）災害時の安否不明者の氏名情報等の公表に係る取扱方針につ
いて（通知）
（２）（令和５年３月29日改定）
ア　災害時の安否不明者の氏名情報等の公表に係る取扱方針
イ　災害時の安否不明者の氏名情報等の公表に係る取扱方針_新旧対照
表
ウ　災害時の安否不明者の氏名情報等の公表に係る取扱方針の一部改正
について（通知）
エ　鑑文
オ　決定文
カ　（案）災害時の安否不明者の氏名情報等の公表に係る取扱方針
キ　（案）災害時の安否不明者の氏名情報等の公表に係る取扱方針_新
旧対照表
ク　（案）災害時の安否不明者の氏名情報等の公表に係る取扱方針の一
部改正について（通知）

19 1
総務局総合防災部防災

対策課

16 R6.2.8 R6.2.21

令和６年２月８日東京地裁民事第２部において判決言渡しのあった固定
資産価格決定取消請求事件及び固定資産税等課税処分取消請求事件の判
決文
ただし、以下の情報を除く。
１　特定の個人・法人・団体の氏名、名称及び住所並びにこれらを特定
できる情報
２　納税者の保有する不動産等の所在地、家屋番号、建物番号及び納税
通知書番号等特定の個人・法人・団体を識別できる税務情報
３　本税額、滞納税額、延滞金額、差押財産の内容等特定の個人・法
人・団体を識別することはできなくても、公にすることにより、なお当
該個人等の権利利益を害するおそれがある税務情報

16 1 総務局総務部法務課


